
 

国立大学法人大分大学の年俸制に関する規程 

平成２２年３月２３日制定 

平成２２年規程第１２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学職員給与規程（平成１６年規程第１８号。以下「給

与規程」という。）第３条第３項の規定により，同条第２項第３号の年俸制の給与に関し必要な

事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は，労働契約の期間の定めのある国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１

６年規則第５号）第２条第１項に規定する職員として，次の各号のいずれかに該当する経費に

より雇用しようとする者又は国立大学法人大分大学教育職員規程（平成１６年規程第１６号）

第２条第２号に規定する校長として雇用しようとする者であり，かつ，法人の人件費を基に配

分された教員数の範囲内の者のうち，学長が必要と認める者（以下「年俸制適用職員」という。）

に適用する。 

（１） 外部資金 

（２） 診療収入 

（３） 運営費交付金の積算においてプロジェクト型事業として認められた経費 

（４） 部局において年俸制適用職員を雇用するために確保した経費 

 

（年俸制適用職員の給与及びその適用） 
第３条 年俸制適用職員に支給する給与は，年俸，給与規程第２５条に規定する本給の調整額及

び給与規程第３条第１項第２号に規定する諸手当のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手

当を除く諸手当とする。ただし，外部資金により雇用される者については，当該外部資金の定

めによるものとする。 

２ 前項本文の年俸は，次の各号に掲げるとおりとし，それぞれ当該各号に定める者に適用する。 

（１） 教育職員の年俸（別表第１） 教授，准教授，講師，助教，及び校長 

（２） 事務職員の年俸（別表第２） 事務職員及び技術職員 

（３） 医療職員の年俸（別表第３） 医療系技術職員及び看護系技術職員 

（４） リサーチ・アドミニストレーターの年俸（別表第４） 総括ＵＲＡ及びＵＲＡ 

３ この規程が適用される校長の義務教育等教員特別手当の月額は，第１項本文の規定にかかわ

らず，勤務場所及び別表第１の号給に応じて，次に掲げるとおりとする。 

（１） 教育学部附属特別支援学校に勤務する者 

  ア １号給 １８，３００円 

  イ ２号給 １９，６００円 

（２） 教育学部附属小学校及び附属中学校に勤務する者 

ア １号給 １７，９００円 

  イ ２号給 １９，０００円 

 

（年俸の計算期間） 

第４条 年俸制適用職員の年俸の計算期間は，毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間と

する。 

 

 （年俸及び諸手当の決定） 

第５条 年俸制適用職員の年俸は，当該年俸制適用職員が所属することとなる部局の申請に基づ

き，別表第１から別表第４の定めるところにより，学長が決定する。 

２ 年俸制適用職員の年俸及びその区分を変更する時期は，原則として年度当初に限るものとす

る。 
３ 年俸制適用職員の本給の調整額及び諸手当の額の決定等については，義務教育等教員特別手

当を除き，給与規程を準用する。 



 

４ 前項の規定により本給の調整額及び諸手当の額に給与規程を準用するに当たっては，別表第

１から別表第４に規定する職種又は職種に適用される号給に応じ，次の各号に掲げるとおり職

務の級を適用するものとする。 

（１） 給与規程第５条第２項第２号イに規定する教育職本給表（一） 

職種 職務の級 

助教相当 ２級 

講師相当 ３級 

准教授相当 ４級 

教授相当 ５級 

（２） 給与規程第５条第２項第２号ロに規定する教育職本給表（二） 

職種 職務の級 

校長相当 ４級 

（３） 給与規程第５条第２項第２号ハに規定する教育職本給表（三） 

職種 職務の級 

校長相当 ４級 

（４） 給与規程第５条第２項第１号イに規定する一般職本給表（一） 

職種 職務の級 

一般職員相当 １級 

主任相当 ２級 

係長相当 ３級 

副課長相当 ４級 

課長相当 ５級 

（５） 給与規程第５条第２項第３号イに規定する医療職本給表（一） 

職種 職務の級 

一般職員 ２級 

医療系主任相当 ３級 

副部長，副技師長，副

療法士長，副技士長，

技師長，療法士長，技

士長相当 

４級 

副部長，技師長，療法

士長，技士長相当 
５級 

（６） 給与規程第５条第２項第３号ロに規定する医療職本給表（二） 

職種 職務の級 

看護師等 ２級 

副看護師長，特に高度

の知識経験に基づき

困難な業務を処理す

る看護師相当 

３級 

看護師長相当 ４級 

副看護部長相当 ５級 

看護部長相当 ６級 

（７） 給与規程第５条第２項第２号イに規定する教育職本給表（一） 

職種 号給 職務の級 

ＵＲＡ相当 １～３号給 ２級 

ＵＲＡ相当 ４～５号給 ３級 

ＵＲＡ相当 ６～８号給 ４級 

総括ＵＲＡ相当 ９～１１号給 ５級 

 

（給与の支給日） 



 

第６条 給与は，毎月１回，当該月の１７日（以下「支給日」という。）に，年俸額の１２分の１

に相当する金額及びその月の諸手当の額を支給する。 

２ 給与の支給日は，給与規程第４条第１項及び第２項の規定を準用する。 

３ 諸手当のうち，外部資金獲得手当については，給与規程第４条第４項の規定を準用する。 

４ 諸手当のうち，競争的研究費等業績手当については，給与規程第４条第５項の規定を準用す

る。 

５ 諸手当のうち，クロスアポイントメント手当については，給与規程第４条第６項の規定を準

用する。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，年俸制適用職員の給与に関して必要な事項は，別に定め

る。 

  
附 則 

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 
２ 職員に係る本給の調整額，初任給調整手当及び通勤手当については，給与規程の一部を改正

する規程（平成２６年規程第４５号）による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。 
３ 職員に係る本給の調整額及び初任給調整手当については，給与規程の一部を改正する規程（平

成２８年規程第３号）による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。 

４ 職員に係る本給の調整額及び初任給調整手当については，給与規程の一部を改正する規程（平

成２８年規程第７７号）による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。 

５ 職員に係る初任給調整手当については，給与規程の一部を改正する規程（平成２９年規程第

７０号）による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。 

６ 職員に係る特別診療手当，宿日直手当及び初任給調整手当については，給与規程の一部を改

正する規程（平成３０年規程第６５号）による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。 

７ 職員に係る初任給調整手当については，給与規程の一部を改正する規程（令和５年規程第６

３号）による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。 

 

 
附 則（平成２６年規程第４３号） 

この規程は，平成２７年１月１日から施行する。 

 

附  則（平成２６年規程第４８号） 
 （施行期日） 
１ この規程は，平成２７年１月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は，平成２６年４月１日から適用す

る。 
（差額の支給） 

２ 平成２７年１月１日に在職する職員で，新規程の適用により，改正前の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては，

施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。 
 

附  則（平成２８年規程第６号） 
 （施行期日） 
１ この規程は，平成２８年３月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は，平成２７年４月１日から適用

する。 
（差額の支給） 

２ 平成２８年３月１日に在職する職員で，新規程の適用により，改正前の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては，

施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。 



 

 

附  則（平成２８年規程第７９号） 
 （施行期日） 
１ この規程は，平成２９年１月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は，平成２８年４月１日から適用

する。 
（差額の支給） 

２ 平成２９年１月１日に在職する職員で，新規程の適用により，改正前の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては，

施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。 
 

附 則（平成２８年規程第９５号） 

この規程は，平成２９年１月１日から施行する。 

 

附  則（平成２９年規程第７２号） 
 （施行期日） 
１ この規程は，平成３０年１月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は，平成２９年４月１日から適用

する。 
（差額の支給） 

２ 平成３０年１月１日に在職する職員で，新規程の適用により改正前の国立大学法人大分大学

の年俸制に関する規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては，同

月の給与の支給日にその差額を支給する。 
 

附  則（平成３０年規程第６７号） 
 （施行期日） 
１ この規程は，平成３１年１月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大

学の年俸制に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は，平成３０年４月１日から適用

する。 
（差額の支給） 

２ 平成３１年１月１日に在職する職員で，新規程の適用により改正前の国立大学法人大分大学

の年俸制に関する規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては，同

月の給与の支給日にその差額を支給する。 
 

附 則（令和２年規程第２１号） 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 
附 則（令和２年規程第２３号） 

 この規程は，令和２年３月２３日から施行する。 

 
附 則（令和４年規程第８５号） 

この規程は，令和４年１０月１日から施行する。 
 

附 則（令和５年規程第１８号） 
 この規程は，令和５年２月２８日から施行する。 
 

附  則（令和５年規程第６７号） 
 （施行期日） 
１ この規程は，令和６年１月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大学

の年俸制に関する規程（以下「新規程」という。）の規定は，令和５年４月１日から適用する。 
（差額の支給） 



 

２ 令和６年１月１日に在職する職員で，新規程の適用により改正前の国立大学法人大分大学の

年俸制に関する規程に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては，同月

の給与の支給日にその差額を支給する。 
 

附 則（令和５年規程第６９号） 
この規程は，令和６年１月１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大学の

年俸制に関する規程の規定は，令和５年４月１日から適用する。 
 

附 則（令和５年規程第７１号） 
この規程は，令和６年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条，第５条関係）

教育職員の年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 修士修了又は大学６卒以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 助教相当 3,792,000 4,140,000 4,488,000 4,836,000

2 博士修了以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 助教相当 4,704,000 4,992,000 5,280,000 5,568,000

3 博士修了後２年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 助教相当 4,884,000 5,148,000 5,412,000 5,676,000

4 大学４卒後の博士修了後２年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 講師相当 5,208,000 5,580,000 5,952,000 6,324,000

5 大学６卒後の博士修了後２年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 講師相当 5,448,000 5,832,000 6,216,000 6,600,000

6 博士修了後５年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 准教授相当 6,072,000 6,444,000 6,816,000 7,188,000

7 博士修了後１０年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 准教授相当 6,444,000 6,816,000 7,188,000 7,560,000

8 博士修了後１５年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 准教授相当 6,912,000 7,260,000 7,608,000 7,956,000

9 博士修了後２０年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 教授相当 8,544,000 9,012,000 9,480,000 9,948,000

10 博士修了後２５年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 教授相当 8,796,000 9,240,000 9,684,000 10,128,000

11 博士修了後３０年以上相当の教育又は研究に関する経験が必要とされる業務 教授相当 9,228,000 9,600,000 9,972,000 10,344,000

上位の職種に適用される号給とすることができる。

教育職員（教育学部附属特別支援学校に勤務するもの）の年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 大学４卒後２５年以上の勤務経験が必要とされる場合 校長相当 7,584,000 7,776,000 7,968,000 8,160,000

2 大学４卒後３０年以上の勤務経験が必要とされる場合 校長相当 8,160,000 8,256,000 8,352,000 8,448,000

教育職員（教育学部附属小学校及び附属中学校に勤務するもの）の年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 大学４卒後２４年以上の勤務経験が必要とされる場合 校長相当 7,284,000 7,428,000 7,572,000 7,716,000

2 大学４卒後３０年以上の勤務経験が必要とされる場合 校長相当 7,656,000 7,764,000 7,872,000 7,980,000

号給 対象業務 職種
年俸額

注　業務遂行上，高度の知識経験を必要とし，困難な教育又は研究業務を行うと認められる場合は，任用される職より

号給 対象業務 職種
年俸額

号給 対象業務 職種
年俸額



別表第２（第３条，第５条関係）

事務職員の年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 高校卒業以上相当の経験が必要とされる業務 一般職員相当 2,232,000 2,412,000 2,592,000 2,772,000

2 大学卒業以上相当の経験が必要とされる業務 一般職員相当 2,592,000 2,808,000 3,024,000 3,240,000

3 修士修了以上相当の経験が必要とされる業務 一般職員相当 2,880,000 3,072,000 3,264,000 3,456,000

4 大学卒業後，同種の業務で５年以上相当の経験が必要とされる業務 一般職員相当 3,108,000 3,300,000 3,492,000 3,684,000

5 大学卒業後，同種の業務で１０年以上相当の経験が必要とされる業務 主任相当 3,552,000 3,792,000 4,032,000 4,272,000

6 大学卒業後，同種の業務で１５年以上相当の経験が必要とされる業務 係長相当 4,212,000 4,488,000 4,764,000 5,040,000

7 大学卒業後，同種の業務で２０年以上相当の経験が必要とされる業務 副課長相当 5,064,000 5,376,000 5,688,000 6,000,000

8 大学卒業後，同種の業務で２５年以上相当の経験が必要とされる業務 課長相当 5,880,000 6,192,000 6,504,000 6,816,000

9 大学卒業後，同種の業務で３０年以上相当の経験が必要とされる業務 課長相当 6,636,000 6,912,000 7,188,000 7,464,000

号給 対象業務 職種
年俸額



別表第３（第３条，第５条関係）

医療職員（看護師以外）の年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 基礎的な知識を必要とする定型的な業務 一般職員 2,796,000 2,988,000 3,180,000 3,372,000

2 ある程度高度な知識を必要とする定型的な業務 一般職員 2,964,000 3,168,000 3,372,000 3,576,000

3 高度な知識を必要とする定型的な業務 一般職員 3,372,000 3,600,000 3,828,000 4,056,000

4 同種の業務で１０年程度の経験を必要とする業務 医療系主任相当 3,996,000 4,248,000 4,500,000 4,752,000

5 同種の業務で１５年程度の経験を必要とする業務 医療系主任相当 4,560,000 4,824,000 5,088,000 5,352,000

6 同種の業務で２０年程度の経験を必要とする業務 医療系主任相当 5,316,000 5,568,000 5,820,000 6,072,000

7 困難な業務を処理する専門的な業務

副部長，副技師
長，副療法士
長，副技士長，
技師長，療法士
長，技士長相当

5,856,000 6,144,000 6,432,000 6,720,000

8 特に困難な業務を処理する専門的な業務
副部長，技師
長，療法士長，
技士長相当

6,468,000 6,780,000 7,092,000 7,404,000

医療職員（看護師，保健師又は助産師（以下「看護師等」という。））の年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 基礎的な知識を必要とする定型的な業務 看護師等 3,252,000 3,372,000 3,492,000 3,612,000

2 ある程度高度な知識を必要とする定型的な業務 看護師等 3,420,000 3,540,000 3,660,000 3,780,000

3 高度な知識を必要とする定型的な業務 看護師等 3,864,000 3,960,000 4,056,000 4,152,000

4 同種の業務で１０年程度の経験を必要とする業務 看護師等 4,344,000 4,464,000 4,584,000 4,704,000

5 同種の業務で１５年程度の経験を必要とする業務

看護師等
副看護師長，特
に高度の知識経
験に基づき困難
な業務を処理す
る看護師相当

4,860,000 4,968,000 5,076,000 5,184,000

6 同種の業務で２０年程度の経験を必要とする業務
看護師等
看護師長相当

5,388,000 5,496,000 5,604,000 5,712,000

7 同種の業務で２５年程度の経験を必要とする業務
看護師等
看護師長相当

5,892,000 5,976,000 6,060,000 6,144,000

8 困難な業務を処理する専門的な業務
看護師等
副看護部長相当

6,552,000 6,612,000 6,672,000 6,732,000

9 特に困難な業務を処理する専門的な業務
看護師等
看護部長相当

6,984,000 7,116,000 7,248,000 7,380,000

号給 対象業務 職種
年俸額

号給 対象業務 職種
年俸額



別表第４（第３条，第５条関係）

リサーチ・アドミニストレーターの年俸

（-1） 標準 （+1） （+2）

1 修士修了又は大学６卒以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる業務 ＵＲＡ相当 3,792,000 4,140,000 4,488,000 4,836,000

2 博士修了以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる業務 ＵＲＡ相当 4,704,000 4,992,000 5,280,000 5,568,000

3 博士修了後２年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる業務 ＵＲＡ相当 4,884,000 5,148,000 5,412,000 5,676,000

4 大学４卒後の博士修了後２年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる困難な業務 ＵＲＡ相当 5,208,000 5,580,000 5,952,000 6,324,000

5 大学６卒後の博士修了後２年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる困難な業務 ＵＲＡ相当 5,448,000 5,832,000 6,216,000 6,600,000

6 博士修了後５年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる特に困難な業務 ＵＲＡ相当 6,072,000 6,444,000 6,816,000 7,188,000

7 博士修了後１０年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる特に困難な業務 ＵＲＡ相当 6,444,000 6,816,000 7,188,000 7,560,000

8 博士修了後１５年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる特に困難な業務 ＵＲＡ相当 6,912,000 7,260,000 7,608,000 7,956,000

9 博士修了後２０年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる業務 総括ＵＲＡ相当 8,544,000 9,012,000 9,480,000 9,948,000

10 博士修了後２５年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる業務 総括ＵＲＡ相当 8,796,000 9,240,000 9,684,000 10,128,000

11 博士修了後３０年以上相当の研究又は研究支援に関する経験が必要とされる業務 総括ＵＲＡ相当 9,228,000 9,600,000 9,972,000 10,344,000

号給 対象業務 職種
年俸額


